
（仮称）六角牧場風力発電事業 環境影響評価方法書に係る答申（案） 

 

１ 全般的事項 

（１） 本事業により設置される風力発電機は，宮城県有数の観光地である鳴子温泉郷

の近隣に位置する緩勾配の丘陵地に立地するという特性から，観光地を含む広

範囲から視認される可能性が高い。 

また，対象事業実施区域（以下「事業区域」という。）のほぼ全域が特定植物

群落の範囲であるとともに，一部が重要な地形にもなっているため，事業実施に

伴う地形の改変による影響が強く懸念される。 

これらのことから，後述する個別的事項も踏まえ，風力発電設備及び取付道路

等の附帯設備（以下「風力発電設備等」という。）の構造・配置又は位置・規

模（以下「配置等」という。）について適切に調査，予測及び評価したうえ

で，環境影響を回避又は十分に低減するよう検討すること。 

     

（２） 本事業との累積的な環境影響が懸念される他の風力発電事業等については，今

後，環境影響評価図書等の公開情報の収集や当該事業者との情報交換等に努め，

累積的な環境影響について適切な予測及び評価を行うこと。また，その結果を踏

まえ，風力発電設備等の配置等を検討すること。 

 

（３） 環境影響の調査を行うに当たっては，必要に応じて選定した項目及び手法を見

直すなど適切に対応するとともに，環境影響の予測については，可能な限り定量

的な手法を用いること。 

 

（４） 事業区域周辺の住民，立地する栗原市，大崎市及び関係者に対して，環境影響

に関する情報を積極的に提供するとともに，理解を得ながら事業を進めること。 

 

２ 個別的事項 

（１） 騒音 

イ 事業区域北側からの工事用車両等の通行による，一般県道沼倉鳴子線及び岩

入一迫線の沿道に近接する住居等に対する影響について，適切に調査，予測，

評価するため，調査の必要性も含め検討すること。 

 

ロ 道路交通騒音の評価においては，事業区域周辺が山間地域に位置する静穏な

環境であることを踏まえ，都市部の幹線道路を想定した定められた基準ではな

く，より現状を反映した評価ができるよう厳しい基準を用いて評価すること。 

 

ハ 事業区域に隣接する教育施設等の活動の場に対する風車の音の影響について

は，求められる静穏性が保たれるかどうかの観点で適切な調査地点を設定し，評

価を行うこと。 

 

 

 

資料２－６ 



 

 （２） 水質 

    自然度の高い渓畔林に対する濁水等の影響について，適切に調査，予測及び評価

すること。特に調査地点「水質１，２，６，７，８」については，より上流域で調

査地点を設定すること。 

 

（３） 地形及び地質 

イ 事業区域内に存在する鬼首カルデラは，外輪山斜面を含めて非常に貴重な地

形であるとともに自然景観資源にもなっている。このことから，凹地部分の改

変は可能な限り回避すること。花渕山を含む当該カルデラを対象とした眺望景

観に対する調査，予測及び評価を行うこと。 

 

ロ 重要な地形を改変する場合においては，人工改変がすでに行われている場所

を利用するなど改変面積の縮小を検討すること。 

 

ハ 旧六角牧場－上原一帯（火砕流台地）については，重要な地形であることに

十分留意し，尾根状に残存する台地面を数値標高モデル５ｍメッシュ等により

抽出し，その範囲の改変は可能な限り回避すること 

 

ニ 事業区域周辺に存在する砂防指定地の上流域に分布する荷坂凝灰岩及び池月

凝灰岩の上部は，非常にもろい特殊な地質であり，流水に脆弱であることを十

分認識した上で，適切に調査，予測及び評価を行い，事業実施による改変が土

砂災害を誘発しないよう，土砂流出に対する十分な対策を検討すること。 

 

（４） 動物 

イ 希少猛禽類調査において，事業区域内（風力発電機設置範囲）北側に調査地

点を設けること。 

 

ロ 事業区域及びその周辺の牧草地について，イヌワシの採食地及びオオジシギの

繁殖地となっている可能性があるため，適切に調査，予測及び評価すること。 

 

ハ 事業区域及びその近傍がサシバ等の渡りルートとなっており，他事業との累積

的影響も懸念されるため，適切に調査を実施すること。 

 

 

ニ 沈砂池等が，生物に与える影響について，予測及び評価すること。また，設計

に当たっては，陸上移動性の生物が這い出し可能なものとすること。 

 

 

 



（５） 植物 

イ 特定植物群落「六角のススキ草原」該当区域は，現状が牧草地・樹林等にな

っていても，草原性の植物や休眠状態の種子が残存する可能性が高く，土地の

改変によりそれらの植物等が失われる可能性が危惧される。このことから，過

去の航空写真や土地利用図を参照するなど，過去のススキ草原及びそのうち人

為的改変が及んでいない範囲を特定したうえで，その範囲の改変を最小限とす

るよう，風力発電機の設置基数の削減等を含め，配置等を検討すること。 

 

ロ 植生自然度９に相当するハルニレ群落が近隣に存在していることから，濁水

等の流入等による間接的な影響を含め適切に調査，予測及び評価し，風力発電

設備等の配置等を検討すること。 

 

（６） 景観 

 本事業の事業区域の位置及びその周囲の地形特性を踏まえ，鳴子温泉郷からの眺

望景観に与える影響について，以下に留意の上，十分に調査，予測及び評価するこ

と。なお，予測及び評価結果については，鳴子温泉郷の事業者及び住民に加えて，

来訪者に対しても十分な説明を行うこと。 

 

イ 全ての鳴子温泉郷（鳴子温泉，東鳴子温泉，川渡温泉，中山平温泉，鬼首温

泉）の各地区において，影響が大きいと思われる眺望点を各地区 2 か所以上で

予測及び評価すること。 

 

ロ そのうち，地区毎に最も影響が大きい眺望点では，それぞれ動画による予測

を行うこととし，誘目性の効果を適切に評価すること。 

 

ハ 宿泊施設の高層階からの眺望景観について，予測及び評価すること。 

 

 

（７） 放射線の量 

イ 土壌の放射性物質濃度の調査に当たっては，リター層と土壌を分けた上で，

調査地点 1 地点あたり 5 か所程度，土壌については表面 1 センチメートル以内

から検体を採取した上で，測定を行うこと。 

 

ロ 事業実施により除去する放射性物質を含む伐採木及び落葉等については，調

査，予測及び評価を行い，その結果に基づき，発生量も把握した上で，適正な

管理等ができるよう検討すること。 

 


